
ＰＣＢ廃棄物の処分期間及び施設について 

高濃度ＰＣＢ廃棄物（含有機器） 

高濃度ＰＣＢ廃棄物（安定器等、汚染物）は処分期間内に処分してください。 

処分期間 令和３年３月３１日まで 

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分は中間貯蔵・環境安全事業㈱（略称ＪＥＳＣＯ）の北九州ＰＣＢ廃棄物

処理施設で行う必要があります。処分にはＪＥＳＣＯに登録が必要です。早急に登録をお願いします。 

ＪＥＳＣＯ ＨＰ：http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html 

処分の登録等についてのお問い合わせ先 

ＪＥＳＣＯ北九州ＰＣＢ処理事業所営業課大阪駐在 

連絡先：０６－６５７５－５５８０ 

低濃度ＰＣＢ廃棄物（含有機器） 

低濃度ＰＣＢ廃棄物は、令和９年３月３１日までに処分を完了してください。処分は廃棄物処理法

に基づく無害化処理認定施設等で行う必要があります。 

四国内の廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設（令和２年４月１日現在） 

事業者名 
設置 

場所 

問い合 

わせ先 

処理

の 

方法 

廃棄物の種類 

廃油 
トランス・

コンデンサ等
その他汚染物 処理物 

株式会社富士

クリーン 

香川県綾歌郡 

０８７－ 

８７８－ 

３１１１ 

焼却 ○ ○ ○ ○ 

オオノ開發株

式会社 

愛媛県東温市 

０８９－ 

９７６－ 

１２３４ 

焼却 ○ ○ ○ ○ 

株式会社電力

テクノシステ

ムズ

香川県坂出市ほか 

０４４－

９６７－

０１５１ 

洗浄 〇 

ゼロ・ジャパ

ン株式会社
香川県香川郡 

０３－ 

５３８１

－１２３

３ 

分解・

洗浄 
○ ○ 

全国の認定施設等については、http://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.htmlを参照ください。 
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